様式２

参 加 資 格 確 認 書

令和　　年　　月　　日
養老町長　川 地　憲 元　様

所在地
商号又は名称
代表者職氏名　　 　　　　　　　　　　   　　　　    印

プロポーザルに参加するにあたり、各要件を次のとおり確認しました。
	要　　　　　件
	確　認

	【実施要領３ ⑴単独企業① 又は ⑵共同企業体②】
・地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること（同令第167条の11第１項において準用する場合を含む。）。共同企業体の場合、構成員のすべてが該当しないこと。
	□　はい
□　いいえ

	【実施要領３ ⑴単独企業② 又は ⑵共同企業体②】
・町において令和８・９年度入札参加有資格者名簿（物件）に搭載されている者であること。共同企業体の場合、構成員のすべてが該当しないこと。
	□　はい
□　いいえ

	【実施要領３ ⑴単独企業③ 又は ⑵共同企業体②】
・本プロポーザルの募集開始の日から受注者決定の日までの間、町の指名停止の措置を受けていないこと。共同企業体の場合、構成員のすべてが該当しないこと。

	□　はい
□　いいえ

	【実施要領３ ⑴単独企業④ 又は ⑵共同企業体②】
・養老町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成23年養老町告示第32号）第３条に規定する排除措置の対象となる法人等でないこと。共同企業体の場合、構成員のすべてが該当しないこと。
	□　はい
□　いいえ

	【実施要領３ ⑴単独企業⑤ 又は ⑵共同企業体②】
・宗教団体や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。共同企業体の場合、構成員のすべてが該当しないこと。
	□　はい
□　いいえ

	【実施要領３ ⑴単独企業⑥ 又は ⑵共同企業体②】
・国税及び地方税を滞納していないこと。共同企業体の場合、構成員のすべてが該当しないこと。
	□　はい
□　いいえ

	【実施要領３ ⑴単独企業⑦ 又は ⑵共同企業体②】
・会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。共同企業体の場合、構成員のすべてが該当しないこと。
	□　はい
□　いいえ

	以下、共同企業体の場合のみ記載

	【実施要領３ ⑵共同企業体①】
・全体の意思決定、管理運営等に責任を持つ共同企業体の代表者が決められており、その代表者が提案書等の提出を行うものであって、かつその代表者は、業務の遂行に責任を持つことのできる者であること
	□　はい
□　いいえ

	【実施要領３ ⑵共同企業体③】
・代表者を除く全ての構成員が、代表者に代表権を委任していること
	□　はい
□　いいえ

	【実施要領３ ⑵共同企業体④】
・共同企業体において協定が締結されており、協定書（任意様式）には、構成員の役割分担が明確に記載されていること
	□　はい
□　いいえ

	【実施要領３ ⑵共同企業体⑤】
・各構成員が、本プロポーザルに参加する単独企業又は他の共同企業体の構成員ではないこと
	□　はい
□　いいえ


※「確認」欄の該当箇所の□に✔マークを記すこと。
※１つでもいいえがある場合は、本プロポーザルには参加できません。
